
4 普及啓発用のパンフレット作成4.普及啓発用のパンフレット作成
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5 国内外における発生抑制対策の事例収集5.国内外における発生抑制対策の事例収集
(1)国内事例

各団体 組織が実施している漂着ごみ発生抑制対策の取組内容は 目的に応各団体、組織が実施している漂着ごみ発生抑制対策の取組内容は、目的に応

じて以下のように色々な取組内容がある。

 直接的なモラルの啓発を目的とした取組
⇒ごみのポイ捨て禁止 ごみの持ち帰り 美化啓発 等⇒ごみのポイ捨て禁止、ごみの持ち帰り、美化啓発 等

媒体：パンフレット、ホームページ、メッセージグッズ 等
 活動を通して漂着ごみの実態や問題点を把握させることを目的とした

取組取組
⇒清掃活動参加推進、住民参加型のごみ調査 等

媒体：マニュアル、パンフレット、ホームページ 等
着ご 態 策等 情報を提供して漂着ごみの実態、問題点、解決策等を伝えることを目

的とした取組
⇒海ごみアプリの提供、出前教室、環境教育
媒体：ホームページ、貸出用展示物、紙芝居、DVD、教材 等

 政策的に漂着ごみの発生抑制を図ることを目的とした取組
⇒ごみの分別・処理・管理、地域のネットワークづくり、
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⇒ごみの分別 処理 管理、地域のネットワ クづくり、
ボランティアへの支援 等

媒体：ホームページ、冊子、パンフレット 等



(2)海外事例(2)海外事例
①普及啓発媒体（国内であまり見られない媒体）

ゲーム
すごろく式のボードゲームを通じて、海ごみ問題を周知する（台湾）

ネット内に、ごみが水路を通じて海に流れていくことを周知するためのゲーム
やショートムービーを掲載している。（米国：All The Way To The Ocean）
（www.allthewaytotheocean.com/index.html）
教材キット

海ごみ問題について、漁業者の意識向上を図るために、漁協の組合長などに
教育教 （ 集 講師 等）を 修教育教材キット（DVD、冊子、写真集、講師用マニュアル等）を用いて研修
を行い、その人が漁業者へ教育を行なう。（韓国:海洋環境管理公団）
定規

ごみの生物への絡まり問題を周知するために 定規に描かれた海の生き物のごみの生物への絡まり問題を周知するために、定規に描かれた海の生き物の
イラストが、定規の角度を変えるとごみに絡まったイラストに変わる。
（韓国：OSEAN東アジアの海共同体）
プレ ト設置プロジェクトプレート設置プロジェクト

道路側溝等へのごみのポイ捨てを防止するために、側溝の排水路付近に海洋
汚染防止を呼び掛ける小さいプレートを設置するプロジェクト
（香港：Ocean Recovery Alliance）
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（香港：Ocean Recovery Alliance）
（http://www.oceanrecov.org/other-projects/hong-kong/grate-art.html）



②政策的な取組事例②政策的な取組事例

国際機関

a UNEP（国連環境計画）a. UNEP（国連環境計画）
｢海洋ごみに対する世界的取組(global initiative on marine litter)｣を推進し

ており、漂流・漂着ごみの影響は世界中の海洋および海域に及
が、特に著しく影響を受ける地域において試験的活動の発足と推進を目
指している。
⇒ 「海洋ごみ対策としての市場ベースの手法の利用に関するガイドライン」の
作成 等

b UNESCO IOC（国連教育科学文化機関 政府間海洋学委員会）b. UNESCO IOC（国連教育科学文化機関、政府間海洋学委員会）
海洋と沿岸域の性質と資源に関する知識を深め、その知識をメンバー国にお

ける海洋環境の管理と持続可能な開発、保護および政策決定プロセスに適用する
ため、国際協力を推進し、研究やサービスおよび能力開発のプログラムを調整すため、国際協力を推進し、研究やサ ビスおよび能力開発のプログラムを調整す
ることを目的としている。
⇒ 「UNEP/IOC 海洋ごみ調査およびモニタリングガイドライン」作成 等

c. FAO（国際連合食糧農業機関）
1995 年10 月にFAO 総会にて「責任ある漁業のための行動規範(Code of 

Conduct for Responsible Fisheries)」が採択された。本規範は、漁業はIMO の
要件（MARPOL 条約付属書V など）に基づき、海洋環境保護および漁具逸失防
止のため行動することを述べたガイドライン文書である
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止のため行動することを述べたガイドライン文書である。

⇒ 「責任ある漁業のための行動規範(Code of Conduct for Responsible 
Fisheries)」の作成 等



地方機関地方機関

a. HELCOM（バルト海洋環境保護委員会）

バルト海での漂流・漂着問題の規模を調査する最初の取り組みであり、情報
の入手可能性評価および地域内における漂流 漂着ごみ対策の作成が行われたの入手可能性評価および地域内における漂流・漂着ごみ対策の作成が行われた。
⇒ 「バルト海地域の漂流・漂着ごみ問題および最優先対応に関する評価」 等

b. OSPAR
2002 年5 月から2004 年12 月までの約3 年間に 「北海救済運動(Save the2002 年5 月から2004 年12 月までの約3 年間に、「北海救済運動(Save the 

North Sea)」が行われた。
⇒漁業ごみプロジェクト(Fishing For Litter) 等

c. COBSEA（東アジア海洋調整機関）
「東アジア海地域の漂流・漂着ごみ(Marine litter in the East Asian Seas 

Region)」を作成。
⇒ 陸上起因海洋ごみの発生予防と削減、海洋起因海洋ごみの発生予防と削減

海洋ごみに関する社会的意識向上活動 等海洋ごみに関する社会的意識向上活動 等

d. NOWPAP（北西太平洋地域海行動計画）
「海洋ごみに対する活動（MALITA）」が2006 年から2007 年にかけて実施さ
れた。れた。
⇒モニタリングガイドライン、セクター別ガイドライン、パンフレット等の作成

e. APEC（アジア太平洋経済協力）
APEC の海洋資源保全作業部会は、地域内の政府、コミュニティ、産業界に
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対して、漂流・漂着ごみの経済影響の認識啓発、漂流・漂着ごみによる影響緩和
のため、発生源を対象として、経済的手段を導入することに関して、ガイダンス
と実践的な助言を提供するため、調査を実施



各 国各 国

a. 米 国
NOAA、EPA（環境保護省）、オーシャンコンサーバンシー等の政

策的活動事例を収集策的活動事例を収集。
⇒ NOAA （資金提供）、 EPA （国家海洋ごみモニタリングプログラムの支援、

オーシャンコンサーバンシー（国際海岸クリーンアップを開催）

b. 英 国
DEFRA（環境食糧農村地域省）、 MCA（海事沿岸警備庁）、 MCS（海洋

保護の会）等の政策的活動事例を収集。保護 会）等 政策 動事例 収集。
⇒ DEFRA（ 国内の活動に対する資金支援）、 MCA （ガイドライン作成、パ
ンフレットの作成等）、 MCS （清掃活動等を実施するNGO）

c オ ストラリアc. オーストラリア
環境水産文化省（DEWHA） 、 WWF Australia、環境保護文化審議会

(EPHC: The Environment Protection and Heritage)等の政策的活動事例を収集。

⇒ DEWHA （「海生脊椎動物への海洋ごみの影響に関する絶滅軽減計画」に基⇒ DEWHA （「海生脊椎動物への海洋ごみの影響に関する絶滅軽減計画」に基
づく対策実施）、WWF （地元NGO、政府機関、研究機関等と協力し、漂流・
漂着ごみ調査および清掃活動を実施）、 EPHC （WWF 等と協力して調査方法、
調査票等のパンフレットを作成） 等
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6 効果的な普及・啓発対策検討
(1)意見交換会の実施

①テーマ：「海ごみ発生抑制対策に関する意見交換会」

6.効果的な普及・啓発対策検討

①テ マ：「海ごみ発生抑制対策に関する意見交換会」
～海ごみの発生抑制対策と効果的な普及啓発について～
②開催日時：平成27年3月9日（月）14:00～17:00
③場 所：東京都庁第二本庁舎 9階 9B会議室

（〒 東京都新宿区西新宿 ）（〒163-8001東京都新宿区西新宿2-8-1）
④参加者：

・岸村 小太郎様（日本プラスチック工業連盟）
・池上 喜代壱様（株式会社東急エージェンシー）式
・伊藤 浩子様（荒川クリーンエイド・フォーラム
・金子 博様（一般社団法人JEAN）
・小島 あずさ様（一般社団法人JEAN）
・東京都担当者 （東京都環境局 資源循環推進部 一般廃棄物対策課

区市町村支援係長 千葉稔子、支援担当係長 廣瀬千鶴）
・五味 久昭（三洋テクノマリン株式会社）

⑤議 題
a 東京湾へ流入する海ゴミの実態についてa.東京湾へ流入する海ゴミの実態について
b.海ごみ対策の普及啓発を行う上で必要な内容
c.対象者と普及啓発の手法（複数案の検討）
d.発生抑制対策・普及啓発を行う上で必要な時間的スケールの

考え方 など考え方 など。
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(2)海ごみ発生抑制対策(2)海ごみ発生抑制対策

1)啓発内容の明確化
啓発活動のあり方として 以下の5つのステップを啓発活動のあり方として、以下の5つのステップを

示したが、この中の何処に着目すべきかを明確にして
普及啓発計画を立てる必要がある。普及啓発計画を立てる必要がある。

自然環境の重要性の周知（環境の認識）
着ご （ ）漂着ごみの実態の周知（現状の認識）

漂着ごみによる自然環境へのインパクトの周知（リ
スクの認識）スクの認識）
漂着ごみの発生メカニズムの周知（しくみの認識
漂着ごみの抑制方法の周知（行動の認識）漂着ごみの抑制方法の周知（行動の認識）
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2)取組内容の選択
啓発の取組内容ではいくつかの内容が示されたが啓発の取組内容ではいくつかの内容が示されたが、

例えばモラルの啓発に終始しても理解が得られないも
のと判断され、啓発を受ける側の意識に触れるようなのと判断され、啓発を受ける側の意識に触れるような
以下のような取組内容が必要と考えられる。

着ご活動を通して漂着ごみの実態や問題点を把握させる
ことを目的とした取組

情報を提供して漂着ごみの実態、問題点、解決策等
を伝えることを目的とした取組を伝えることを目的とした取組
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3)興味を抱かせるための条件
般都民に 漂着ごみの削減の必要性を理解しても一般都民に、漂着ごみの削減の必要性を理解しても

らうための条件として、以下の点が挙げられる。これ
らの条件を踏まえた啓発計画が必要になる。らの条件を踏まえた啓発計画が必要になる。

一般都民が東京湾を「海」として認識し、そこで楽
感 がしみたいという感情が醸成される。

生活空間から川や海へごみが繋がっていることが理
解できる解できる。
清掃活動によって漂着ごみが減少したという効果の

提示提示
一般都民の意識の把握
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4)興味を抱かせる方法（発生抑制対策）4)興味を抱かせる方法（発生抑制対策）
発生抑制対策の普及啓発方策として、以下のようなものが挙げら

れ、これを推進するためには、ごみに係る企業と連携を図る。一般れ、これを推進するためには、ごみに係る企業と連携を図る。 般
からアイデアを募集する。他の海に関するイベントと連携する等の
展開方法が考えられる。

ペットボトルのラベルや回収ボックスに、漂着したごみなどの写
真を入れて知ってもらう。
町の清掃ボランティアに啓発パネルなどをも てもらう町の清掃ボランティアに啓発パネルなどをもってもらう。
道に落ちているごみを拾いやすくするグッズを作成して配布する

例）ボルネオの観光ガイドの「マイ・クリーンアップバッグ」
ごみを拾 きれいにするだけ なく 自然学習と絡め 楽しごみを拾ってきれいにするだけでなく、自然学習と絡めて、楽し
んでもらうことが良い。（海のイベントの最後に清掃活動などを
実施する）
インターネットを利用して、動画（ごみの旅）やアプリ（ゴミ拾

いアプリ）などを提供して関心を引く（既に事例があり、子供向
けの教材では、パネルシアターなどがある）。
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けの教材では、パネルシアタ などがある）。



Ⅳ 効果的なモニタリング手法の検討Ⅳ.効果的なモニタリング手法の検討

1.海岸漂着物等の回収記録用紙の作成
小笠原諸島及び伊豆諸島において清掃作業を実施している各団体の回

収作業等で、今後統一的に活用してもらうための回収記録用紙の作成を
行った。

また、作成にはJEANへのヒアリング結果を踏まえて以下に配慮した。

JEANが実施しているICCへの登録システムを踏まえた用紙の作成
ICCでは 海岸やその他の水辺 水中など場所が異なっても同じカードICCでは、海岸やその他の水辺、水中など場所が異なっても同じカ ド

を使用。
現状のデータカードのA面は、ICCのものをそのまま使用。
海外起因と思われる品目については、全調査項目を対象に、A面Cで尋海外起因と思われる品目については、全調査項目を対象に、A面Cで尋

ねているので、飲料用プラボトルと、食品の包装・袋の特記はなくす。
B面の調査場所の区分のところについて 水中を水中(海面含む）と追記

して海面浮遊ごみの調査であることがわかるようにする。
B面下半分の品目解説の図を削除し、ここに東京都の独自調査項目や注

意事項などを記載する。 等
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回収記録用紙回収記録用紙
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2 回収実績の収集・整理方法2.回収実績の収集 整理方法

ICCへの情報提供を一元的に実施している一般社団法人「JEAN」へ
のヒアリングを行った結果、「各団体から回収するのは回収記録用紙で、
その記録用紙をJEANがデータベース化している」との回答を得た。

従って、現在清掃活動を実施している団体は、団体全体の回収結果を
整理した経験を持っていないことがわかった。

今後の課題として、以下の点が挙げられる。
これまで、漂着ごみの回収を実施している団体を見ると、シルバー人

材セ タ ように老人層 参加が多く 回収記録 集計を実施 継材センターのように老人層の参加が多く、回収記録の集計を実施・継
続することにが難しい。
いままでICCの調査カードを使用していた団体も、回収記録用紙の提

出のみを行な ているので 団体の中で回収記録の集計を行な た経出のみを行なっているので、団体の中で回収記録の集計を行なった経
験がない。

従って 東京都で漂着ごみの実態把握を進めるためには 回収記録従って、東京都で漂着ごみの実態把握を進めるためには、回収記録
の集計作業の必要性を各団体に啓発することが必要となる。
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